
              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

【2022-23 年度 地区方針】   「ロータリーの再生」  ―新たな挑戦― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

     例 会 報 告       

 開会点鐘  島 利夫会長  

 司  会   齊藤かおり 副会場監督 

 合  唱   ロータリーソング 

         「君が代」「奉仕の理想」 

 お客様紹介 稲富 正行親睦活動委員長 

永野 弘幸様 認定特定非営利活動法人 神奈川被害

者支援センター 専務理事兼所長 

金子 竹彦様 認定特定非営利活動法人 神奈川被害

者支援センター 

小川 湧三様 川崎鷺沼 RC パスト会長 

顧 夢テイさん 2022 学年度米山奨学生    

 今後のプログラム予定 

     3月 プログラム 

    3月 21日 休 会 

    3月 28日 お花見例会 西明寺 

出 席 報 告 朝倉 和信出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

41 名 33 名 

8 名 

対象外 

（4） 

89.19％ 

欠 8名 

対象外 

（6） 

MU0 名 

 

94.29％ 

 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  鹿島 義久会員   

長谷山尚城会員  長谷川俊雄会員 大友 徹 会員       

渡邉 新治会員   市川 宏 会員  片岡 英之会員 

ニコニココーナー 奥村香会場監督（補） 

小川 湧三様：お世話になります。 

島 利夫会長：私の年度は、後 3分の 1になりまし

た。これから昭和の歴史を学び、戦争と悲

惨と 320万人の犠牲の後に今の平和が

あることを思い出して下さい。もう絶対戦

争は始めないように。 

川口 禮敬幹事：よろしくお願いします。 

冨岡 昭一副会長：神奈川県被害者支援センター永

野様・金子様、本日の卓話よろしくお願い

致します。 

細山 勝三郎会員・内藤 幸彦会員：来週 3/14（火）

の例会は増強フォーラムを行います。50

周年実行委員長の内藤会員と進める予

定です。皆様ご協力お願い致します。 

稲富 正行会員：神奈川被害者支援センター所長永

野様・調査主幹金子様、本日はご出席あ

りがとうございます。取り組みについて拝

聴させて頂きます。 

朝倉 和信会員：よろしくお願い致します。 

 

合計   8件 27,      8,000円 

累計  341件 478,500円 

  

会   長     島 利夫 

副 会 長     冨岡 昭一 
幹   事     川口 禮敬 
S  A  A     片岡 英之 
会報委員長    叶野 聡 
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会 長 報 告 島 利夫会長 

１． 地区より次年度クラブ会長エレクトセミナ

ー（PETS）開催のご案内が届いておりま

す。日 時：3月 17日（金）PETS 10：00〜

17：00 懇親会 17：00〜18：00 場 所：メ

モワールプラザソシア 21  

２． 公益財団法人 米山記念奨学会よりハイ

ライトよねやま 275 が届いております。回

覧致します。 

３． 地区より 2023 年度横浜市新任副校長の

「短期企業研修」受け入れ企業募集のお

知らせが届いております。 

詳細は回覧致します。 

４． ローターアクト学友会より「NGO 法人未来

のあるネパールの子供たちの支援プロジ

ェクト」のご案内が届いております。日 

時：3 月 18 日（土）14：30〜17：25 場 所：

対面とオンラインのハイブリッド開催 詳

細は回覧致します。               

５． 神奈川県ロータリアン親睦テニス会より

第 56 回 ご案内が届いております。日 

時：4月 23日（日）場 所：湘南ローンテニ

スクラブ 回覧致します。 

６． 社会福祉法人 川崎いのちの電話より広

報誌 107 号が届いております。ポスティン

グしております。 

７． 認定 NPO 法人ミタイ・ミタクニャイ子ども

基金より広報誌が届いております。回覧

致します。 

８． ロータリー囲碁同好会より「第 21回ロータ

リー全国囲碁大会」のご案内が届いてお

ります。日 時：5 月 20 日（土）9：30 受付 

10：00開会式会 場：東京 市ヶ谷日本棋

院本院   回覧致します。 

幹 事 報 告 川口 禮敬幹事 

１． 例会変更 

新川崎       3月 8日（水）  休会 

           3月 22日（水） 休会 

           3月 29日（水） 休会 

横浜南       3月 18日（土） 特別休会 

           3月 25日（土） 創立記念例会（夜 

間例会） 

川崎西北     3月 30日（木） 第 5例会休会 

川崎高津南    3月 20日（月） 第 3週につき 例 

会なし 

           3月 27日（月）→28日（月）移動 

例会に変更 お花見例会 とうふ 

屋うかい 

川崎とどろき   3月 20日（月） 休会 

           3月 27日（月） 夜間移動例会 

等々力公園 お花見 16：00 食事 

17：00〜16：00（精養軒） 

２． 例会場変更のお知らせ 

川崎マリーン 変更先  煌蘭（こうらん） 

川崎店（4 月より）川崎市川崎区駅前本

町 8番地 川崎ダイスビル 6F 044-245-

0018 （サンピアンかわさきは改修工事

のため 3/31にて閉館） 

３． 会報受領 川崎南 RC  川崎とどろき

RC 回覧致します。 

４． 本日例会終了後、理事役員会を開催致

します。関係各位のご出席をお願い致し

ます。 

５． 次週 3/14 は例会終了後、クラブ協議会

③を開催致します。 

６． ＜3月の予定＞ 

3/7 通常例会 例会終了後理事役員会 

3/14通常例会、例会終了後クラブ協議会 

3/21 休会 

3/28 夜間移動例会 

（お花見例会：西明寺）       

会 員 お 祝 い  

入会記念日 

川口 禮敬会員 長谷川俊雄会員 

小島 満 会員  市川 宏会員 

白井 正男会員稲富 正行会員 

結婚記念日 

市川 実会員   冨岡 昭一会員  佐川 陽子会員  

稲富 正行会員 
配偶者誕生日 

稲富 正行会員 恵美様                             

会員誕生日 

井上 裕司会員 

 

井上 裕司会員 
 



米山奨学金授与式 

 

島 利夫会長、顧 夢テイさん 
 

米山奨学生終了の挨拶 

顧 夢テイさん 
 

米山奨学生カウンセラーの挨拶 

野口 新二会員 

 

 

卓   話 

 

認定特定非営利活動法人 神奈川被害者支援センター 

専務理事兼所長  永野 弘幸様 

 

【プロフィール】 

 26年 9月藤沢北警察署を最後に神奈川県警察 

を定年退職後、民間企業での職務を経験した後、 

令和 3年 4月から神奈川被害者支援センターで勤 

務している。 

 被害者支援の業務の経験は、平成 20年から平 

成 21年にかけて、神奈川県警察警務部警務課被 

害者対策室（現在は、被害者支援室）で勤務経験 

がある。 

在勤中、神奈川県犯罪被害者等支援条例の制定に 

警察側のメンバーとして携わった経験がある。 

また、令和 4年 4月に施行された「川崎市犯罪 

被害者支援有識者会議」メンバーを務めた。「横 

須賀市犯罪被害者等基本条例」施行に向けた委託 

事業の受託に携わった。 

 現在、横浜市犯罪被害者等施策に関する懇談 

会、相模原市犯罪被害者等支援に係る有識者会議 

メンバーを務める。 

 

「民間の被害者支援団体における犯罪被害者支援 

の重要性、必要性について」 

 神奈川県被害者支援センターは、平成 20年 3 

月 26日神奈川県公安委員会より県内唯一の「犯 

罪被害者等早期援助団体」に指定され神奈川県、 

神奈川県警察と共に県内犯罪被害者等支援の中核 

組織「かながわ犯罪被害者サポートステーション 



（通称「サポステ」）を構成する唯一の民間団体 

であります。 

被害者支援については、途切れのない支援に加え 

漏れのない支援が求められております。 

現在、県・県警察・民間被害者支援団体である当 

センターが三位一体で、サポステにおいて幅広く 

被害者支援を行っておりますが、すべての罪種の 

被害者に対して支援を行っているわけではありま 

せん。「サポステ」で対応できる犯罪と対応でき 

ない犯罪があります。「サポステ」で対応できる 

犯罪は、主に刑法犯であり、罪種が身体犯に限ら 

れることから、例えば、痴漢・盗撮の被害者につ 

いては、神奈川県迷惑行為防止条例違反となり、 

サポステの案件ではありませんので対象外となり 

ます。 

 しかしながら、被害者にとっては痴漢・盗撮に 

ついても身体的、精神的に受ける苦痛、ダメージ 

は強制わいせつの被害と何ら変わりません。それ 

では痴漢・盗撮の被害者に対する支援をどうする 

のか、サポステで支援できないとなれば、民間の 

被害者支援団体である神奈川県被害者支援センタ 

ーが被害者の希望する支援を行わなければなりま 

せん。この支援の形こそが当支援センターが申し 

上げている「漏れのない支援」であります。ま 

た、自動や障害者に対する性犯罪は「潜在被害」 

となる場合が多いことから、被害者の声なき声を 

聴き、声を挙げることのできない被害者の無念に 

寄り添うことが民間被害者団体の役割と考えてお 

ります。  

 そのような重要な役割を担っている神奈川被害 

者支援センターの活動を充実させるためには、被 

害者支援の必要性・重要性について理解を頂き、 

犯罪被害者等に対する県民の理解・関心が深まり 

、社会全体で支えていく気運が一層醸成されると 

ともに、民間の被害者支援団体の財政的基盤の安 

定が求められております。 

 県民の皆様のご支援・ご協力に支えられて民間 

の被害者支援団体は活動を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


